
土
口認 定

`国 住 指 第

平成 23年
2616 号

12 )] 16 日

旭化成建材株式会社

代表取締役社長 小林 宏史 様

国上交通大臣 前田

下記の構造方法等については、建築基準法第 68条の 26第 1項 (同法第 88条第 1項にお

いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2条第七号並びに同法施行令第 107条

第二号及び第二号 (外壁 (非耐力壁):各 30分間)の規定に適合するものであることを認

める。

記

2.

認定番号

FP030NE― -0174

認定をした構造方法等の名称
・せつこうボード重表張/軽量鉄骨造外壁樹脂塗装鋼板・フエノールフォーム

3.認定をした構造方法等の内容

.   別添の通 り

(注意)こ の認定書は、大切に保存しておいてください。



(別 添 )

1.構造名

樹脂塗装鋼板・フェノールフォーム・せっこうボー ド重表張/軽量鉄骨造外壁

2.寸法および形状等
(寸法単位 :ELEl)

項   目 申 請 構 造

壁   高 構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする

壁   厚 54,0 以上

.材料構成
1)主構成材料

寸法単位 :IIIIll)

項   目 申 請 構 造

①胴縁 [11-股部

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)一般構造用軽量形鋼

・規  格 JIS G 3350
・寸  法 EE-100× 50× 20× 2.3の断面寸法以上

・間  隔 910以下

(2)一般構造用角形鋼管

・規  格 JIS G 3466
・寸  法 □-100× 50× 2.3の断面寸法以上
。間  隔 910以下

[2]下地材横目地部

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)一般構造用軽量形鋼
・規  格 JIS G 3350
・寸  法 E-100× 50× 20× 2.3の 断面寸法以上を 2本使用

・間  隔 1820以下

(2)一般構造用角形鋼管
・規  格 子IS G 3466

・寸  法 □-100× 100× 2.3の断面寸法以上
。間  隔 1820以下

(別添 -1)



(寸法単位 :Dlml)

項   目 申 請 構 造

②外装材 、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)金属板 (留付けビスが露出しないもの)

。厚  さ 0.35以上

・働 き 幅 105以上

・長  さ 12000以下

・山 高 さ 12以上

・形  状 1)～ 13)の うち、いずれか一仕様とする
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(寸法単位 i null)

項   目 申 請 構 造

②外装材 (つづき)
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・材 1)～ 11)の うち、いずれか一仕様とする

1)塗装溶融 55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板

(国土交通省大臣認定番号 :NM-8697)

・規  格 JIS G 3322
・塗  装 イ)～分のうち、いずれか一仕様とする

イ)ポ リエステル系樹脂

耐アクリル系樹脂

,ヽ)シ リコン系樹脂

∋アミノ・アルキド系樹脂

対塩化ビニル系樹脂

吋フッ素系樹脂

卜)エポキシ系樹脂

チ)ウ レタン系樹脂
・塗 布 量 65g/m2(有 機質量)以下

(別添 -3)



(寸法単位 :Ilull)

項   目 申 請 構 造

②外装材 (つづき) 2)塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (国土交通省大臣認定番号 :NM-8697)

・規  格 HS G 3312
・塗  装 1)に 同じ

・塗 布 量 1)に 同じ

3)塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板

・規  格 JIS G 3318
・塗  装 1)に 同じ

・塗 布 量 1)に 同じ

0塗装ステンレス鋼板
・規  格 JIS G 3320
・塗  装 1)に 同じ

・塗 布 量 1)に 同じ

5)溶融 55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板

・規  格 JIS G 3321
・塗  装 なし

6)溶融亜鉛めっき鋼板

・規  格 JIS G 3302
・塗  装 なし

7)溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板
・規  格 JIS G 3317
・塗  装 なし

8)塩化ビニル樹脂フィルム張/金属板

(国土交通省大臣認定番号 :NM-8674～ 8696)

(金属板は鋼板に限る)

・規  格 子IS K 6744

・表 面 材 塩化ビニルフィルム

・膜 厚 さ 0.1以下

働高耐候性圧延鋼材
・規  格 JIS G 3125
。塗  装 イ)、 口)の うち、いずれか一仕様とする

イ)エポキシ系樹脂

耐ウレタン系樹脂
・塗 布 量 65g/m2(有 機質量)以下

l① 両面ポリエステル樹脂系塗装/溶融アルミニウムめっき鋼板

(国土交通省大臣認定番号 :NM 1863)

・塗  装 ポリエステル系樹脂

・塗 布 量 10.25g/m2(有 機質量)以下

11)フ ェライ ト系ステンレス鋼板

・規  格 子IS G 4304、 4305
。塗  装 なし

(別添 -4)



(寸法単位 :llEl)

項   目 申 請 構 造

②外装材 (つづき) (2)金属板 (留付けビスが露出するもの)

。厚  さ 0.35以上

・働 き 幅 105以上

・長  さ 12000以下
・山 高 さ 12以上

・形  状 1)～ 3)の うち、いずれか一仕様とする
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(1)金属板 (留付けビスが露出しないもの)と 同じ・材

③断熱材 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)フ ェノールフォーム保温板
・規  格 JIS A 95H(A種、1種 2号 )

・形  状 平板
・厚  さ 20.2～ 66.6
。密  度 29± 3 0kg/m3(芯 材)以上
。組  成 (質量%)

{純年母野語悠1系

棚罰 鳩!,と2俳鋤
・酸素指数 28.5± 28以上 (芯材)

・表 面 材 (両面)

1)～りのうち、いずれか一仕様とする

1)ポ リエステル系不織布
・使用量 片面あたり20～ 60g/m2

2)ポ リプロピレン系不織布
・使用量 片面あたり20～ 60g/m2

3)ポ リエチレン加工紙
・規 格 子IS Z 1514
・使用量 片面あたり20～ 60g/m2

0は り合せアルミニウムはく
。規 格 JIS Z 1520

(別添 -5)



(寸法単位 :Ilml)

項   目 申 請 構 造

③断熱材

(つ づき)

(2)フ ェノールフォーム充てん/両面ポリエステル不織布裏張 。エポキシ系樹脂

塗装アルミニウムはく (国土交通省大臣認定番号 :N眸0315)

・形  状  平板

・厚  さ  20± 2～ 66± 6

・表 面 材 (両面)

。材質 ポリエステル不織布裏張・エポキシ系樹脂塗装アルミニウムはく

・厚さ 0.25± 005～ 0・ 42± 005

・接着剤  1)～ 5)の うち、いずれか一仕様とする

1)エ ポキシ系樹脂
・質量 80～ 100g/m2

2)酢酸ビニル系樹脂
・質量 60～ 80g/m2

3)ゴム系
t質量 60～ 80g/m2

41ア クリル系樹脂
・質量 30～ 50g/m2

5)エチレン系樹脂
・質量 20～ 40g/m2

・芯  材  フェノールフォーム

・形  状 平板

・厚  さ 20± 2～ 66± 6

・密  度 29± 3 0kg/m3(芯 材)以上

・組  成 (質量%)

{フェノール系樹脂 (レリ
ドール系樹脂) 100± 2

発泡剤 (炭化水素)     4.2+,(外 害J)

④下地材

(重張り)

[111層 目 (下張り)

強化せっこうボー ド (GB― F、

。規  格 子IS A 6901

・厚  さ 12.5以上
。端部形状 1)～ 3)の うち、

1)ス クエア

2)ベベル

3)テーパ

[212層 日 (上張 り)

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)せっこうボード (GB―R、 国土交通省大臣認定番号 :QM-9828)

・規  格 JIS A 6901
・厚  さ 9.5以上

・端部形状 1)～ 3)の うち、

1)ス クエア

幼ベベル

3)テーパ

(2)強化せっこうボー ド (GB― F、

・規  格 JIS A 6901
・厚  さ 12.5以上
。端部形状 1)～ 3)の うち、

1)ス クエア

2)ベベル

3)テーパ

いずれか一仕様とする

国土交通省大臣認定番号 :NM-8615)

いずれか一仕様とする

国土交通省大臣認定番号 :NM-8615)

いずれか一仕様とする

(別添 -6)



2)副構成材料
(寸法単位 :IIIIll)

項   目 申 請 構 造

①防水紙 (1)～ 他)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ア スファルトフェリレト
・規  格 JIS A 6005
,単位重量面積呼び 430以下

(2)透湿防水シート
・規  格 JIS A 61H
・単位重量面積の呼び 100以下
・材  質 1)～ 3)の うち、いずれか一仕様とする

1)ポ リエチレン

2)ポ リエステル

3)ポ リプロピレン

(3)住宅用プラスチック系防湿フィルム

・規  格 JIS A 6930

14)な し

②目地部材 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする(縦 目地部のみ)

(1)あ り
。形  状 T型

1)、 2)の うち、

1)

いずれか一仕様と

2)

勇

嘔ユ匠
1       30-40       1

・材  質 鋼製
。厚  さ 0.27～ 0.35

(2)な し

③接着剤

(下地材、

断熱材複合用)

(1)～ (5)の うち、いずれか一仕様とする

(1)酢酸ビニル系樹脂
・塗 布 量 400g/m2(有機質量 165g/mり 以下

(跡 ウレタン系樹脂
・塗 布 量 400g/m2(有機質量 165g/mη 以下

(3)エポキシ系樹脂
・塗 布 量 400g/m2(有機質量 165g/mり 以下

佃)ア クリル系両面テープ
。基  材 ポリエチレン

・粘 着 剤 アクリル系樹脂
・厚  さ 0.2以下
。使 用 量 粘着剤 150g/m2(有機質量 150g/mη 以下

(5)な し

(別添 -7)



(寸法単位 :mm)

項   目 申 請 構 造

④留付材 [1]外装材固定用

[1]-1 留付材

(1)～ (3)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ド リルをaじ

(跡 タッピンねじ

(3)ド リリングタッピンねじ

・材  質

1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)ス テンレス

2)炭素鋼

・寸  法 φ5以上×L60以上
。間  隔  (高さ方向)910以下、 (幅方向)パネル端部毎に留付ける

[112 座金

(1)～ (3)の うち、いずれか一仕様とする

(1)冷間圧延ステンレス鋼板

(2)冷間圧延鋼板

(3)な し

[1]-3 パッキン

(1)～ (3)の うち、いずれか一仕様とする

(1)合成ゴム発泡体 (EPDM)

(2)ネ オプレンゴム

・寸法 φ15以下

(3)な し

[21下地材固定用

[2]-1 留付材

(1)～ 狙)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ス クリューくぎ

(2)ド リルねじ

(3)タ ッピンねじ

(4)ド リリングタッピンねじ

・材  質

1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)ス テンレス

2)炭素鋼
・寸  法 φ2.5以上×L25以上
。間  隔  (高さ方向)910以下、 (幅方向)910以下

[2卜2 座金

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)あ り

・材  質 塗装鋼板

・寸  法 30× 30以上

・厚  さ 0.35以上

(2)な し

(別添 -8)



(寸法単位 :IIIIll)

項   目 申 請 構 造

④留付材

(つ づき)

[3]防水紙固定用

(1)～ (6)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ア クリル系両面テープ
・基  材 ポリエチレン
・幅 100(2本使用)

・厚  さ 0.2以下
。粘 着 剤 アクリル系樹脂
。使 用 量 粘着剤 230g/m2(有 機質量 230g/mり 以下

(2)合成ゴム系接着剤
・塗 布 量 400g/m2(有機質量 165g/mη 以下

(3)ウ レタン系接着剤
・塗 布 量 400g/m2(有機質量 165g/m2)以下

他)変成シリコン系接着剤
・塗 布 量 400g/m2(有機質量 165g/mり 以下

(5)工業用ステープル (JIS A 5556)

・材  質

1)凸 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)ス テンレス銅線

2)鉄線
・寸  法 内幅 9.6以上、足の長さ 10以上

(6)な し
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4.構造説明図

1)金 属板 (留付けビスが露出しないもの)

外装材

外装材固定用

留付材

接着剤

(あ り又はなし)

下地材(1層 日)

下地材(2層 日)

断熱材

下地材(1層 日)

固定用留付材

(寸法単位 :nwl)

胴縁

下地 層 日)

下地材

断熱材

防水紙

日 )

※鉄骨柱

あり又はなし)

※基礎

防水紙固定用留付材
(あ り又はなし)

下地材(2層 日)

固定用留付材
座金

(あ り又はなし)

パッキン

(あ り又はなし)

外装材固定用

留付材

A部詳細図

下地材 (H層 目)

下地材(2層 目

)固定用留付材

接着剤(あ り又はなし)

目地部材 (あ り又はなし)

胴縁

B部

防水紙(あ り又はなし)

外装材

防水紙 (あ り又はなし)

外装材

外装

鉛直断面図

B部詳細図

下地材(刊 層日)

下地材 (2層 日)

水平断面図

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

*:本評価内容に含まない

下地材(1層 日)

下地材(2層 目)

下地材1/2

目地部材 (あ り又はな

(別添 -10)



2)金属板 (留付けビスが露出するもの)

(寸法単位 ;Hml)

下地材
下地材

断熱材

防水紙

※鉄骨柱

層目)

層日)

あり又はなし)

※基礎

座金
(あ り又はなし)

パッキン

(あり又は

外装材固定用

留付材

本

下地材 (1層 目)

固定用留付材

外装

防水紙 (あ り又はなし)

外装材

下地材(1層 目)

下地材 (2層 日)

目地部材 (あり又はなし)

月
ピB部

下地材(1層 目)

下地材(2層 目)

屋内側
 水平断面図

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

*:本評価内容に含まない

防水紙 (あ り又はなし)

外装材

目地部材(あ り又はな

(別添 一H)



5.施工方法等

1)金属板 (留付けビスが露出しないもの)

<施工図>

下地材(2旧目)

下地村(1層 目)

接着剤
(あ り又はなし)

防水紙 (あ り又はなし)

下地材(2層

固定用留付材

(寸法単位 :DHl)

目地部材

(あ り又はなし)

下地材(1層 目)

固定用留付材

章似層音)ノ
下地材 (1層 目)

ノ
注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

<施工手順>
①下地組

・柱に胴縁を取付ける。このときの相互間隔は 9 1 01ull以 下とする。

②下地材の取付け
・下地材 (ま たは下地材と断熱材の複合板)は、φ2.5HLnl以 上×L251wl以上の下地材固定用

留付材を用いて胴縁材に留付ける。留付間隔は、高さ方向 910以下、幅方向 910以下とする。

・1層 日 (下張り)と幅方向にw/2程 度ずらした位置に 2層 目 (上張り)を同様に取付ける。

③断熱材の取付け
・断熱材は、その相互に隙間が生じないよう下地材に固定する。

④防水紙の取付け
・防水紙を施工する場合は、テープまたは接着剤を用いて断熱材に固定する。

⑤外装材の取付け
・外装材は、φ541111以 上×長さ 601111以上の外装材固定用留付材を用いて胴縁に留付ける。

・外装材固定用留付材の留付けは、高さ方向は間隔 9 1 01ull以 下とし、幅方向は外装材の働き幅毎

とする。

(別添 -12)



(寸法単位 i nlnl)

2)金属板 (留付けビスが露出するもの)

<施工図>
下地材(2層 目)

下地材(1層目)

接着剤

(あ り又はなし)
目地部材

(あ り又はなし)

下地材 (1層 日 )

固定用留付材

ト
本
?

防水紙 (あ り又はなし)

断熱材
下地材 (2層 目 )

下地材 (司 層 日)一ノ
/

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

<施工手順>

①下地組
・柱に胴縁を取付ける。このときの相互間隔は 9 1 0HLEl以下とする。

②下地材の取付け
・下地材 (または下地材と断熱材の複合板)は、φ2.5DIIl以 上×L251ml以上の下地材固定用

留付材を用いて胴縁材に留付ける。
・1層 目 (下張り)と幅方向にw/2程度ずらした位置に2層 目 (上張り)を 同様に取付ける。

③断熱材の取付け
。断熱材は、その相互に隙間が生じないよう下地材に固定する。

④防水紙の取付け
。防水紙を施工する場合は、テープまたは接着剤を用いて断熱材に固定する。

⑤外装材の取付け
。外装材は、φ5nHl以上×L60Hlal以上の外装材固定用留付材を用いて胴縁に留付ける。

・外装材固定用留付材の留付けは、高さ方向は間隔 9 1 0nlnl以 下とし、幅方向は外装材の働き幅

あたり2本以上とする。
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